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中央社会保険医療協議会 総会 (第 150回 ) 議事次第

平成 21年 10月 30日 (金 )

於 九段会館

議 題

○ 医療機器の保険適用について

○ 先進医療専門家会議の報告について

○ 薬価調査及び特定保険医療材料価格調査の実施について

○ その他
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保険適用希望業者

販売名

医療機器に関わる価格及び保険適用決定区分 (案 )

メ ドトロニック株式会社

メ ドトロニックRehantネテントグラフ トパルーンカテーテル

133 血管内手術用カテーテル(3)PTAパルーンカテーテル ア ー般型・標準型
67, 700円  (改良加算 5%、 類似機能区分比較方式)

63,600円

133 血管内手術用カテーテル(3)PTAバルーンカテーテル オ 胸部大動脈用ステン トグラフ ト用
98, 171円  (有用性加算 10%、 類似機能区分比較方式)

○類似機能区分

○保険償還価格

〇暫定価格

参考 (メ ーカー意見)

類似機能区分
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決定区分案 主な使用目的及び決定理由

Cl(新機能)

(技術料は既に設定され

評価すべきもの)

本品は、胸部大動脈瘤又は腹部大動脈瘤を有する患者において、疾患部位に留置されたステントグラフ ト
をタッチアップする (拡張させ血管壁に密着させる)ために用いる。

本品においては、血流遮断をしなしヾ「胸部大動脈用ステントグラフト用Jと 「一般型 。標準型」のいずれ
を類似機能区分とするかで議論が行われた。本品は血流を一時的に遮断するが、カテーテルの径が細く幅広
い血管径に対応 (10mm～461tln)で きることが評価され、区分Clと 決定した。
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価格調整の資料

○為替 レー ト(平成 20年 4月 ～ 平成 21年 3月 の日銀による為替レー トの平均 )

1米 ドル

1英 ポン ド

1ユ ー ロ

102円

185円

149円

○外国平均価1各  65,204円

=(45,390円 +92,500円 +85,675円 +37,250円 )÷ 4

※上記諸外国 (米、英、独、仏 4カ 国)の 平均販売価格から平均を算出した。

○価格 (案 )

保険医療材料専門組織における検討の結果、 67,700円 と設定した。この価

格は、外国平均価格 65,204円 の 104倍 に相当する。

販売名 |  メ ドトロニックReliantス テントグラフ トバルーンカテーテル

諸外国におけるリス トプライス

○アメリカ合衆国   45,390円 ( 445 ドル )

○連合王国      92,500円 ( 500 ポン ド)

○ ドイツ      85,675円 ( 575 ユーロ)

○フランス      37,250円 ( 250 ユーロ)
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医療材料の診 報酬上の評価

Al(包括)いずれかの診療報酬項目において包括的に評価
されているもの (例 :縫合糸、ガーゼ)

A2(特定包括)特定の診療報酬項目において包括的に評価
されているもの (例 :眼内レンズ)

B(個別評価)=″店月館医療〃″
材料価格が個別に設定され評価されているもの

:ペースメーカー

Cl(新機能)新たな機能区分が必要で、技術は既に評価さ
れているもの (例 :薬剤溶出型冠動脈ステント)

C2(新機能・新技術)新たな機能区分が必要で、技術が評価
されていないもの (例 :植込み型補助人工心臓)
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先進医療評1面 用紙 (第 1号 )

先進技術としての適格性

網膜芽細胞腫の遺伝子診断 (網膜芽細胞腫の患者又は遺伝性網膜芽細胞腫の

患者の血縁者に係るものに限る。)

囚妥当である。
B,妥当でない。(理 由及び修正案 :

囚 従来の技術を用いるよりも大幅に有効。
B 従来の技術を用いるよりもやや有効。
C従来の技術を用いるのと同程度、又は劣る。

囚 問題なし。(ほとんど副作用、合併症なし)

B あまり問題なし。(軽 い冨」作用、合併症あり)

C問 題あり(重い副作用、合併症が発生することあり)

A 当該分野を専門とし経験を積んだ医師又は医師の指導下であれ′ンテえる。
B 当該分野を専門とし数多く経験を積んだ医師又は医師の指導下であれば行

える。

日 当該分野を専門とし、かなりの経験を積んだ医師を中心とした診療体制をとっ
ていないとイ予えない。

社会的妥当性

(社 会的倫理

的 問 題 等 )

A倫 理的問題等はない。

□倫理的問題等がある。

A.罹患率、有病率から勘案して、かなり普及している。
B 罹息率、有病率から勘案して、ある程度普及している。

回 罹患率、有病率から勘案して、普及していない。

既に保険導入されている医療技術に比較して、

国 大幅に効率的。
Bやや効率的。
C効 率性は同程度又は劣る。

囚 将来的に保険収戦を行うことが妥当。
B 将来的に保険収載を行うべきでない。

将来の保険収

載 の 必 要 性

総合判定:  国 ・ 否
コメント: 網膜芽細胞種の遺伝子診断は価値が高いと思われるが、精度が問題

になります。検査自体の精度についての詳細の記述がありませんので、
ここで判断することは非常に難しいと思われます。

今回、総合判定は適とさせていただきましたが、技術のレベルによっ
ては否、または差し戻しが適当と考える場合もあります。
特に、陰性とfalse― pos■ 市eと false― negativeの度合いをはっきりととら

えることと、陰性のときの取扱いについて、しっかりと対応する必要がある
と考えます。

先進医療評価用紙 (第 2号 )

当該技術の医療機関の要件 (案 )

先進医療名 (案):網膜芽細胞腫の遺伝子診断 (網膜芽細胞腫の患者又は遺伝性網膜芽細胞腫の患

者の血縁者に係るものに限る。)

I.実施責任医師の要件

診療科 1要|(眼科 )・ 不要

資格 (眼科専門医又は臨床遺伝専門医) 不要

当該診療科の経験年数 (5)年以上・不要

当該技術の経験年数 (1)年 以上・不要

当該技術の経験症例数 実施者 [術者]と して  (1)例 以上・不要

[そ れに加え、助手又は術者として  (  )例 以上・医ヨ ]

その他 (上記以外の要件)

Ⅱ.医療機関の要件

診療科 □ (眼科及び小児科 )・ 不要

実施診療科の医師数 曰 不要

具体的内容 :常勤医師 1名 以上。

他診療科の医師数 要・ヒ」
具体的内容 :

その他医療従事者の配冊

(薬斉」師、臨床工学技士等)

匿十 (臨床検査技師     )。 不要

病床数 要 (     床以上)・ 下]

看護配世 要 (  対 1看護以上) 下]

当直体 Jl 要 ( ) 下3

緊急手術の実施体制 要・1不 フ

院内検査 (24時間実施体制 ) 要・1不 】

他の医療機F■lと の迎り

“

体制

(患者容態急変時等)

要 ・回
連携の具体的内容 :

医療機器の保守管理体制 腰|・ 不要

倫理委員会による審査体制 睦士不要        ・

審査開催の条件 :届 出後当該療養を初めて実施するときは、

必ず事前に開催すること。

医療安全管理委員会の設置 睦十不要

医療機関としての当該技術の実施症例数 劃 ( 1 症例以上)・ 不要

そ の他 (上 記以外の要件、例 :遺伝カウ/t

リンタ・の実施体制が必要 等)

・遺伝カウンセリングの実施体制を有していること。

・臨床遺伝専門医が配置されていること。

・特定非営利活動法人日本臨床検査標準協議会が平成 21年 2月

に作成 した遺伝子関連検査検体品質管理マニュアルに従つて検

体の品質管理が行われていること。

Ⅲ.その他の要件

頻回の実績報告 l■ l
12ヶ 月間までは、毎月報告)・ 不要

その他 (上記以外の要件 )

4



先進医療専門家会議における第2項先進医療の
新規共同実施に係る科学的評価結果

理
号

整
番 先進医療名(略称) 適応症

先進医療費用※
倭 託に係る書用を
貪上自己負担分)

総 評 技術の概要

<先進医療告示19>
HDRA法 又はCD―DST法による抗悪性
腫瘍感受性試験

消化器がん(根治度Cの 胃がんを除
く。)、 頭頸部がん、乳がん、肺がん、が
ん性胸・腹膜炎、子宮頸がん、子宮体
がん又は卵巣がん

8万 3千 円 適 別 紙 2

※典型的な1症例に要する費用として届出医療機関が記載した額。



先進医療名

(略称 )

<先進医療告示19>

HDRA法又はCD― DST法による抗悪性腫瘍感受性試験

適応症等

消化器がん(根治度Cの 胃がんを除く。)、 頭頸部がん、平Lが ん、肺がん、がん性胸・腹膜
炎、子官頚がん、子宮体がん又は卵巣がん

内容

(技術の先進性)

がん治療において、抗悪性腫瘍剤による治療法が確立していない領域では、従来、治

療担当医師個人の経験的判断に基づいた選択による抗悪性腫瘍剤投与が行われてき

た。その結果、選択した抗悪性腫瘍剤が効果を発揮する場合がある反面、本来無効な抗

悪性腫瘍剤を選択する可能性もあり、その際には副作用のみが発現することとなる。これ

に対し本法は、個々の患者の癌の薬斉」感受性を実験系で検査し、通切な治療薬選択に

資する技術である。

(技術の概要)

進行がん患者から手術等によって採取したlll瘍組織を検体とし、HDRA法※1あ
るいは

CD― DSTttX2を 用いて当該腫瘍の各種抗悪IL月重瘍斉」に対する反応性を予め評価する

ことにより、無効な抗悪性J重瘍斉」の投与を回避する。

※l Histoculture Drug Response Assey  ※2 Coungen cel D「 oplet enbedded culture Drug SensitlNvity Test

(先進医療に係る費用 (委託にかかる費用を含む。))

約8万3千円

先進医療評価用紙 (第 1-3号 )(案 )

共同実施により先進医療を実施することの適格性について

療

称

医進

名

先

の

HDM法又は CD―DST法 による抗悪性腫瘍感受性試験
(消化器がん(根治度 Cの胃がんを除く。)、 頭頚部がん、平Lがん、肺がん、がん性
胸・腹膜炎、子宮頸がん、子宮体がん又は卵巣がんに係るものに限る。)

適  応  症

園
Ｏ

Ｂ

妥当である。

妥当でない。(理 由及び修正案:                 )

有  効  性

ん

目
０

０

従来の技術を用いるよりも大幅に有効。

従来の技術を用いるよりもやや有効。
従来の技術を用いるのと同程度、又は劣る。

安  全  性

園
Ｄ

Ｂ

Ｃ
．

問題なし。(ほとんど副作用、合併症なし)

あまり問題なし。(軽 い副作用、合併症あり)

問題あり(重い副作用、合併症が発生することあり)

的

度

術

熟

技

成

A 当該分野を専門とし経験を秋んだ医師又は医師の指導下であれば行える。

回 当該分野を専門とし数多く経験をfllんだ医師又は医師の指導下であれば行
える。

C 当該分l」を専門とし、かなりの経験を積んだ医師を中心とした診療体制をとっ
ていないと行えない。

社会的妥当性

(社 会的 倫理

的 問 題 等 )

lFi理 的Fp5題等はない。

倫理的問題等がある。

Ａ

日
日

の
性

で点

及

時現

普

A秘 芯率、有り

'1率

から勘案して、かなり普及している。

□ 泄心率、有病率から勘案して、ある程 l■
F普及している。

Cl攪患率、有病率から勘案して、普及していない。

効  率  性

既に保険導入されている医療技術に比較して、

A大 幅に効・T・的。

□やや効率的。
C効率性は同程度又は劣る。

将来の保険収

載 の 必 要 性
日 1子来的に保険収11を行うことが妥当。
B 将来的に保険収載を行うべきでない。

評総

総合判定:  固

コメント: 本技術では、搬送に際して腫瘍糸田胞の ●ablhtyを維持できるかどうか
が重要である。そのため、検体は冷蔵保存にて適切な容器を用い搬送
し、採取後 48時間以内に検査を行うことが望ましい。また、搬送が適切
になされない等して検査結果に影響を与える可能性が否定できないこと

及び患者の個人情報保護の観点から、委託側医療機関においては患
者に対する倫理的な配慮が特に必要と考える。



先進医療評価用紙(第 2-2号 )(案 )

共同実施による先進医療を実施可能とする委託側医療機関の要件として考えられるもの (案 )

当該技術の受託側医療機関の要件 (現行の施設基準)

先進医療名:HDRA法又はCD―DST法 による抗悪性腫瘍感受性試験 (消化器がん(根治度 Cの胃がんを除く。)

頭頸部がん、乳がん、肺がん、がん性胸・腹膜炎、子宮頸がん、子宮体がん又は卵巣がんに係るものに限る。)

I、 委託側医療機関における実施責任医師の要件

診療科 園 (内 科、呼吸器科、消化器科、外科、整形外科、脳神経外科、呼吸器外科、

小児外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科又は耳鼻咽喉科)・ 不要

資 格 曖](呼吸器専門医、消化器病専門医、消化器外科専門医、呼吸器外科専P]医 又

は産婦人科専門医)・ 不要

当該診療科の経験年数 LEl(5)年 以上・不要

当該技術の経験年数 要 (  )年以上・1不ヨ
当該技術の経験症例数 実施者 [術者]と して  (  )例 以上。

1不 』
Eそれに加え、助手又は術者として (  )例 以上・不要]

その他 (上記以外の要件 )

Ⅱ.委託側医療機関の要件

診療科 園 (内 科、呼吸器科、消化器科、外科、些形外科、脳神経外科、呼吸器外科、

小児外科、皮llur科、泌尿器科、産婦人科、眼科又は耳鼻咽喉科)・ 不要

実施診療科の医師数 曰 不 要

具体的内容 :常勤医師 1名 以上

他診療科の医師数 要・ヒ」
具体的内容 :

その他 医療従事者の配置

(薬剤mi、 臨床ェ学技士等)

四 (薬斉」師 )・ 不要

病床数 要 (     床以上 )。 1不 フ

看護配置 要 (  対 1看護以上)。 1不 ヨ

当直体制 要 (     )・ 卜劃
緊急手術の実施体制 墜卜不要

院内検査 (24時 間実施体11) 要・ヒ」
他の医療機関との連携体11

(患者容態急変時等)

要・ヒ」
連携の具体的内容 :

医療機器の保守管理体制 睦士不要
倫理委員会による審査体制 図 不 要

審査開催の条件 : 届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず]I前 に開催

すること。

医療安全管理委員会の設置 曰・不要

医療機関としての当骸技術の実施症例致 要 (    症例以上)・ 回

そ の他 (上 記以外の要件、例 :遺

伝カウ/tリ ンえ・の実施体制が2、

要 等)

検体は冷蔵保存にて適切な容器を用い搬送すること。また、検体採取後 48時間

以内に受託側医療機関において検査を開始 し得る搬送体制を柿保 しているこ

と。

Ⅲ。その他の要件

頻回の実績報告 要
_二  月間又は  症例までは、毎月報告)・ ドヨ

その他 (上記以外の要件)

先進医療名 :HDRA法又は CD― DST法 による抗悪性腫瘍感受性試験

(消 化器がん (根治度Cの 胃がんを除く。)、 頭頸部がん、乳がん、肺がん、がん性胸・腹膜炎、

子宮頸がん、子宮体がん又は卵巣がんに係るものに限る。)

I.実施責任医師の要件

診療科 曰 (内 科、呼吸器科、消化器科、外科、整形外科、1出神経外科、呼吸器外

科、小児外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科又は耳鼻咽喉科)・ 不要

資格 1劃 (呼 吸器専門医、消化器病専門医、消化器外科専門医、呼吸器外科専門

医又は産婦人科専門医)・ 不要

当該診療科の経験年数 (5)年 以上・不要

当該技術の経験年数 (1)年 以上・不要

当該技術の経験症例数 実施者 [術者]と して (5)例 以上・不要

[そ れに加え、助手又は術者として (  )例 以上・不要]

その他 (上 記以外の要件)

I.医療機関の要件

診療科 曰 (内 科、呼吸器科、,肖 化器科、外科、整形外科、脳神経外科、呼吸器外

科、小児外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科又は耳鼻咽喉科)・ 不要

実施診療科の医師数 曰 不要

具体的内容 :常勘医師 2名 以上

他診療科の医師数 □ 不要

具体的内容 :病理部門が設置され、病理医が配置されていること。

その他医療従事者の配置

(薬剤師、臨床工学技士等)

曰 (薬剤師 )・ 不要

病床数 要 (     床以上)・ 1不要

看護配置 要 (  対 1看護以上) 下警

当直体制 要 (     )・ 1不要

緊急手術の実施体制 ・不要

院内検査 (24時間実施体制) ・不要

他の医療機関との連携体制

(患者容態急変時等)

要・ヒJ
連携の具体的内容 :

医療機器の保守管理体制 目 不要

倫理委員会による審査体制 要 国
審査開催の条件 :

医療安全管理委員会の設置 国 不要

医療機関としての当該技rIの 実施症例費 要 ( 5 症例以上)・ 不要

そ の他 (上 記以外の要件、例 :遺 伝カウ

ンセリンク
・の実施体tlが必要 等)

専任の細胞培養を担当する者が配置され、院内で細胞培養を実施しているこ

と。

皿.その他の要件

頻回の実績報告 要 (  月間又は  症例までは、毎月報告)・ 不要|

その他 (上記以外の要件 )
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先進医療における検体検査の外部医療機関委託実施の取扱い

1.医療機関からの届出等

(1)既評価技術を従前より実施し、かつ当該技術に係る業務受託に同意した保険医療

機関 (受託側医療機関)と連携した当該技術の共同実施を希望する保険医療機関 (以

下「委託側医療機関」という。)は、別途定められた様式に従い、新規技術に係る

届出に準じて、厚生労働大臣に届出を行う。

(2)(1)の届出がなされた技術は、先進医療専門家会議において評価・検討を行い、

外部委託による共同実施が認められたものについては、厚生労働大臣が施設基準を

設定する。

(3)施設基準が告示された先進医療技術については、通常の既評価技術に準じて、委.

託側医療機関が地方厚生 (支 )局長に当骸施設基準に適合する旨の届出を行う。

2 先進医療専門家会議における科学的評価

先進医療専門家会議は、新規技術に係る届出に準じた方法により、以下の点に関す

る科学的評価を行うものとする。

(1)当該技術を外部委託により実施することの適否

(2)委託側医療機関に求められる施設基準

3 留意事項

遺伝子関連検査に係る先進医療技術については、「遺伝子関連検査 検体品質管理

マニュアル」 (特定非営利活動法人日本臨床検査標準協議会遺伝子関連検査標準化専

門委員会)に準拠することを要件とする。
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先進医療P
(外部委託

既評価技術(外部委託可)に係る施設基準に適合する旨の届出

B病院は改めて
実施施設として届出

(B病院の場合)

厚生労働省HPに掲載 (ィメージ)

/序り※費用負担
Ц   は合議

占‐J
A大学病院

r、 、

【以下について確認】
●B病院は先進医療Pに係る外部委
託の施設基準を満たしている
(遺伝カウ災リング実施体制等)

●A病院は先進医療実施機関であり
かつ検査受託について了承済み

先進医療P(外部委託可)の
実施医蒋棒閣

OA大学病院
OB病院 (外部委託 )

〇・・・
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平成 21年度医薬品価格調査 (薬価本調査)及び

特定保険医療材料価格調査の実施について

0平成 21年度医薬品価格調査 (薬価本調査)

。調査対象

平成 21年 9月 取引分を対象として調査を実施

O平成 21年度特定保険医療材料価格調査

・調査対象

平成 21年 5月 から同年 9月 取引分を対象として実施
(ただ し、ダイアライザー、フィルム、歯科材料及び保険薬局調査
分については、平成 21年 9月 取引分のみを対象)

平成21年度に実施する医薬品価格調査 (薬価本調査)について (案 )

1 趣旨

薬価基準改正の基礎資料を得ることを目的として、薬価基準に収載されて
いる全医薬品について、保険医療機関及び保険薬局に対する医薬品販売業者
の販売価格及び一定率で抽出された医療機関等での購入価格を調査

調査期間

平成 21年度中の 1か月間の取引分を対象として調査を実施
(参考)前回 (平成 19年度)の実績は別紙参照

調査の対象及び客体数
(1)販売サイ ド調査

保険医療機関及び保険薬局に医薬品を販売する営業所等の全数を対象
調査対象の客体数   約4, 000客体

(2)購入サイ ド調査

① 病院の全数から、層化無作為抽出法により10分の 1の抽出率で抽
出された病院を対象

調査対象の客体数     約 900客体

② 診療所の全数から、層化無作為抽出法により100分の 1の抽出率
で抽出された診療所を対象

調査対象の客体数   約 1, 000客 体

③ 保険薬局の全数から、層化無作為抽出法により30分の 1の抽出率
で抽出された保険薬局を対象

調査対象の客体数   約 1, 600客体

調査事項

薬価基準に収載されている医薬品の品目ごとの販売 (購入)価格及び販売
(購入)数量を調査

①



平成21年度に実施予定の特定保険医療材Jf喜話当ピ曇ギ妥1)121.6.101

1趣旨

材料価格基準改正の基礎資料を得ることを目的として、特定保険医療材料について、

保険医療機関、歯科技工所及び保険薬局に販売する医療機器販売業者の販売価格及

び一定率で抽出された医療機関等での購入価格を調査。

2調査期間

平成21年○月から同年○月取引分を対象とし、平成21年○月○日から同 年○月
0日 の間で実施 (ただし、ダイアライザー、フィルム、歯科材料及び保険薬局調査分に
ついては、平成21年0月取引分のみを対象)。

3_調査の対象及び客体

(1)販 売サイド調査           ‐

保険医療機関、歯科枝工所及び保険薬局に特定保険医療材料を販売する医療機
器販売業者の全数。

調査客体数 約5,900客体
(2)購入サイド調査

① 病院、一般診療所 (歯科診療所を除く。以下同じ。)の全数を対象とし、以下の

ように抽出された病院及び一般診療所を客体とする。

ア 病院の全数から、層化無作為抽出法により4分の]の抽出率で抽出された

病院

調査客対数 約2,200客体

イ ー般診療所の全数から、層化無作為抽出法により80分の1の抽出率で抽
出された一般診療所

´    調査客体数 約1,200客体

② 歯科診療所の全数から、層化無作為抽出法により60分の1の抽出率で抽出
された歯科診療所

調査客体数 約1,100客体

③ 歯科技工所の全数から、層化無作為抽出法により60分の1の抽出率で抽出
された歯科技工所

調査客体数  約110客体

④ 保険薬局の全数から、層化無作為抽出法により30分の1の抽出率で抽出さ
れた保険薬局

調査客体数 約1,600客体
4調査事項

材料価格基準に収載されている特定保険医療材料の品目ごとの販売(購入)価格及
び販売(購入)数量を調査。

〇



(参考資料 )

第 17回医療経済実態調査 (医療機関等調査 )

一前回調査か らの変更点一

1 年間データの調査

21年 6月 の「単月データ」に加え、直近事業年度の「年間データ」を調査

2 集計区分の変更

〈病院〉

集計 1の区分「介護収益がない病院」(前回)

→「介護収益の割合が 2%未満の病院J(今回)

〈-11診療所〉

歯科診療所及び保険薬局と同様に集計 2のみの集計

3 -般診療所及び歯科診療所の設立主体別の集計区分の変更
「個人」「医療法人・その他」の 2区分で集計 (前回)

→「個人」「医療法人」「その他」の 3区分で集計 (今回)

4 -般 診療所の集計区分の変更

「有床診」「無床診」の区分で集計 (前回)

→「入院収益あり」「入院収益なし」の区分で集計 (今 回)

5 保険薬局の後発医薬品割合の算出方法の変更

処方せん枚数の割合 (前回)→数量割合 (今 回)

6 調査項目の名称変更

① 収支 (前回)→収益 (今回)

② 収支差額 (前回)→損益差額 (今 回)

7 新規追加集計項目

〈共通事項〉

① 税引き後の損益差額の表示の追加 (個 人立を含む集計を除く)

〈病院〉

① 病院の年間の緊急入院患者数別の損益状況 (単月データのみ)

② 一般病棟入院基本料別の損益状況に準7:1入院基本料の算定病院の項目を

追加 (単月データのみ)

③ 100床 当たりの損益状況



第17回 医療経済実態調査 (保険者調査)報告

― 平成21年6月 実施 一

中央社会保険医療協議会

平成 20年度決算状況 一速報―

罰年 度 天 積 立金 等

当年 庁 末稽 立金 等

3,69C 50,46 1,67: 4,b6t

▲ ▲

一▲

▲

考) C tt D ▲2 151
(注 1)速 報値であるため 数値は変わり得る.

(注 2)端数の関係上、合計及び収支差がずれ ることがある。

(注 3)協会は、政府管率健康保険と全国睫藤保険じ会言
=健

康保険を通算した決算状況である。

(注 4)各割度における病床ほ換支援全は経常支出の r役

"高
卜者支侵奎」に含まれており、者人保撻拠出奎ヽ経常支出の Fそ のに,に含まれている。

(注 5)前 翔高齢者交付全 後翔高齢者支援金、前翔商齢者納付金及び退職提出全等については、当年度疑算頷と前々年度情算額を加えたものとなってお り、平成20年度の実晟に基づ く精算は平成22年度に行われる.

(注 6)健保組合の経常収入に田奎保険料収入及び財董調整丁葉交付金を、経常支出に財攻調整事東拠出全を寡入すると、経常収支差はA1910億 円になる。

また、健保組合の 「その他DJは解厳事による増減である。

(注 7)市 町村国保の経常収入には、赤字補■のための市町精―艘会計の法定外4入2.586億 円が含まれている。また、市町村日保について、経常収入の rその他Jに lt共 同事業交付金1兆 3′ 858億 円、

経常支出の rそ の他Jには共同事彙処出金 1兆3.843億 円が含まれている.

(注 8)国 保及び後期高齢者医療について、翌年度に精算される日鷹員担年のコを買整 している。

(注 9)な立全について、船貝保険では失業及び年金が、国保においてlt介 躍が一体のものとなっており、医競分 として区分 されていないため計上 していない。

(制度全体 としての積立全は船員保険l.003に 円、市●r●日屎3,327億 円、日保担合3.620し 円である.)
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2.土地及び直営保養所 0保健会館に関する調査結果

(1)土 地の状 況

施設の種類別土地の状況 (平成20年度末)

2)直営保養所 。保健会館の状況

直営保養所・保健会館の状況 (平成20年度末)

(注)保養所等所有健康保険組合は513組合、共済組合は19組合である。
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(参考 )

土地及び直営保養所・保健会館に関する調査結果 (参考)対前回比較

(1)土地の状況

施設の種類別土地の状況 (平成20年度末 (今回)と 平成18年度末 (前 回)の比較)

(2)直営保養所・保健会館の状況

直営保養所・保健会館の状況 (平成20年度末 (今 回)と 平成18年度末 (前回)の比較 )

施 設 の 種 類

健 康 保 険 組 合 共 済 組

土地箇所数
積

諭
面
↑
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し
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１
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４
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４

１
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土地所有健康保険組合は510組合、共済組合は22組合である。(注 )

施設の種類

健 康 保 険 組 合 共 済 組
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建 物 の 状 況
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延 べ 面 積 (千 耐) 帳 簿 価 額 (億 円) 延 べ 面 積 (千 ポ) 帳 簿 価 額 (億円)
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(注 )保養所等所有健康保険組合は513組 合 (前回562組 合 ) 合 (前回23組 合)で
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I 調 査 の 概 要

1  この調査は、病院、一般診療所及び歯科診療所並びに保険薬局における医業経営等の実態を明らかにし、社会保険診療報酬

に関する基礎資料を整備することを目的として、中央社会保険医療協議会が平成 21年 6月 に実施 したものである。

2  調査の対象及び客体

社会保険による診療を行っている全国の病院、一般診療所及び歯科診療所並びに保険調剤を行っている全国の保険薬局のう

ち 1ケ 月の調剤報酬明細書の取扱件数が 300件以上の薬局を対象とし、これらの医療機関等を、地域別等に層化 し、次の抽

出率で無作為に抽出した施設を調査客体とした。

なお、特定機能病院、歯科大学病院及びこども病院については、別途、全ての施設を調査客体とした。

抽 出 率

呪病

一 般 診 療 所

歯 科 診 療 所

保 険 薬 局

1/ 5
1 // 25

1 // 50

1 // 25

3 調査施設数、調査票回答施設数等の状況

調査施設数 調査票回答

施設数

の

回答率

(②/① )

有効回答

施設数

有効回答率
(③/① )

(前回調査 )

有効回答施設の内訳

C
介護収益の

割合 2%未満

介護収益の

割合 2%以 上

院病

一 般 診 療 所

歯 科 診 療 所

保 険 薬 局

1,619
2,378
1,100
1,539

973
167
747
109

1,

60 1%
49 1 %
67 9%
721%

917
1,047

661
966

56 6%
440%
60 1 %
62 8%

570%)

455%)

623%)

632%)

674
1,006

658
948

243
41

3

18
特 定 機 能 病 院

歯 科 大 学 病 院

こ ど も 病 院

83
19
26

71
18
22

85 5%
94 7%
846%

70
17
20

84 3 %(864%)

895%(895%)
769%(885%)

70
17
20

0

0

0

(注)特定機能病院、歯科大学病院及びこども病院については、別掲である。
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調査の内容

病院、一般診療所及び歯科診療所並びに保険薬局について、施設の概要、損益の状況、資産及び負債、従事者の人員及び給与の

状況などの調査を行った。損益に関する項目は以下のとおり。

I 医業 収益

1入 院診療収益 入院患者の医療に係る収益(医療保険、公費負担医療、公害医療、労災保険、自賠責、自費診療収益等)

2特 別の療養環境収益 入院患者の医療 に係る収益のうち特別室の特別料金徴収額

3外 来診療収益 外来患者の医療に係る収益(医療保険、公費負担医療、公害医療、労災保険、自賠責、自費診療収益等)

4そ の他 の医業収益 保健予防活動収益、医療相談収益、受託検査・施設利用収益、文書料等の収益

Ⅱ 介護収益

1施 設サービス収益 施設サービスに係る収益

2居 宅サービス収益 居宅サービスに係る収益 (短期入所療養介護を含む)

3そ の他 の介護収益 前記の科 日に属さない介誰収益

Ⅲ 医業・介護費用

1給与費 職員の給料、賞与、退職金、法定福利費 (月 次調査において、賞与、退職金は直近事業午(度 )の 1/12)

(注 )個人立の病院においては、開設者の報酬に相当する部分は含まれていない。

2医 薬品費 費消した医薬品の購入額

3給 食用材料費 費消した思者給食 のための食品の購入額

4診 療材料費・医療消耗器具備品費 ・レントゲンフィルム、ギプス粉、ガーゼ等

・注射針・筒、体温計、聴診器等の費消額

5委 託費 検査、患者用給食、医療用廃棄物、医療事務等の委託費

6減 価償 却費 建物、建物附属設備、医療機器、車両船舶等の減価償却費 (月 次調査においては直近事業年(度 )の 1/12)

7設 備関係費 土地賃借料、建物賃借料、修繕費、固定資産税、器機保守料等

8経 費 福利厚 生費、消耗 品費、光熱水費 、保険料 、議会費、事業税等

9そ の他の医薬費用 研究研修費等

V損 益差額 (I+Ⅱ ―Ⅲ )

Vそ の他の医業・介護関連収益 ・受取利息・配当金、有価証券売却益等 (月 次調査においては直近事業年 (度 )の 1/12)
・固定資産売却益等の特別利益 (月 次調査においては直近事業年(度 )の 1/12)
・補助金・負担金 (月 次調査においては直近事業年(度 )の 1/12)

4そ の他の医業 介護関連費用 支払利息、有価証券売却損、貸倒損失等 (月 次調査においては直近事業年(度 )の 1/12)
・固定資産売却損等の特別損失 (月 次調査においては直近事業年(度 )の 1/12)

肛 総損 益差額 (Ⅳ +V―Ⅵ )

(注 )個人立の病院の総損益差額からは、開設者の報酬となる部分以外に、建物、設備について現存物

の価値以上の改善を行うための内部資金に充てられることが考えられる。

嘔 税金 法人税、住民税 (月 次調査においては直近事業年(度 )の 1/12)

(注 )個人立の病院については集計していない。

X税 引後の総損益差額 (Ⅶ ―Ⅷ )
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(2)一 般診療所

l 医業収益

1保険診療収益 入院患者 外来患者の医療に係る収益 (医 療保険、公費負担医療 )

2公 害等診療収益 入院患者 外来患者の医療に係る収益 (公害医療、労災保険、自賠責等 )

3そ の他の診療収益 自費診療収益等

4そ の他の医業収益 ・学校医 産業医 当番医の手当、健康診断、各種検診、文書料等の収益

。その他 (受 取利息、配当金、補助金等 )

Ⅱ 介護収益

1施設 サービス収益 施設サービスに係る収益

2居 宅サービス収益 居宅サービスに係る収益 (短 期入所療奏介護 を含む )

3その他の介護収益 前記の科 目に属さない介護収益

lll医 業・介護 費用

1給 与費 職員の給料、賞与、退職金、法定福利費 (月 次調査において、賞与、退職金は直近事業年(度 )の 1/12)

(注 )個 人立の一般診療所においては、開設者の報酬に相当する部分は含まれていない。

2医 薬品費 費消した医薬品の購入額

3材 料費 費消した診療材料、医療消耗器具備品、給食用材料等の購入額

4委 託費 検査、患者用給食、医療用廃棄物、医療事務等の委託費

5減価償却費 建物、建物附属設備、医療機器、車両船舶等の減価償却費 (月 次調査においては直近事業年(度 )の 1/12)

6その他の医業 介護費用 経費 (福利厚生費、消耗品費、光熱水費、賃借料、事業税、固定資産税等 )

その他 (支 払利息、雑費等 )

損益差額 (I+Il― m)

(注 )個人立の一般診療所の損益差額からは、開設者の報酬となる部分以外に、建物、設備について現存物

の価値以上の改善を行うための内部資金に充てられることが考えられる。

V 税金 法人税 、住民税 (月 次調査においては直近事業年(度 )の 1/12)

(注 )個 人立の一般診療所については集計していない。

Ⅶ 税引後の総損益差額 (IV― V)

(3)歯 科診療所

I 医業収益

1保険診療収益 入院患者・外来患者の医療に係る収益 (医 療保険、公費負担医療 )

2労 災等診療収益 入院患者 外来患者の医療に係る収益 (労 災保険、自賠責等)

3その他の診療収益 自費診療収益等

4その他の医業収益 学校医 .産 業医 当番医の手当、健康診断、各種検診、文書料等の収益

その他 (受 取利息、配当金、補助金等 )

Ⅱ 介護 収益

l居宅サー ビス収益 居宅サービスに係る収益

2その他の介護収益 前記の科 目に属さない介護収益

lR医 業 介護費用

l給 与費 職員の給料、賞与、退職金、法定福利費 (月 次調査において、賞与、退職金は直近事業年(度 )の 1/12)

(注 )個人立の歯科診療所においては、開設者の報酬に相当する部分は含まれていない。

2医薬品費 費消した医薬品の購入額

3歯科材料費 費消した歯科材料、診療材料、医療消耗器具備品等の額

4委 託費 歯科技工、医療用廃棄物、医療事務等の委託費

5減価償却費 建物、建物附属設備、医療機器、車両船舶等の減価償却費 (月 次調査においては直近事業年(度 )の 1/12)

6その他の医業費用 ・経費 (福 利厚生費、消耗品費、光熱水費、賃借料、事業税、固定資産税等 )

。その他 (支 払利息、、雑費等 )

V損 益差額 (I+Il― 皿 )

(注)個人立の歯科診療所の損益差額からは 、開設者の報酬となる部分以外 に、建物、設備 について現存物

の価値以上の改善を行うための内部資金 に充てられることが考えられる。

V税 金 法人税、住民税 (月 次調査においては直近事業年(度 )の 1/12)

(注)個 人立の歯科診療所1に ついては集計していない.

Л 税 引後の総損益差額 (Ⅳ ―V)
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(4)保険薬局

I 収 益

1保 険調剤収益 調剤に係る収益 (医 療保険、公費負担医療)

2公 害等調剤収益 調剤に係る収益 (公害医療、労災保険、自賠責等 )

3そ の他の薬局事業収益 自費診療による調剤収益

一li用 医薬品、化粧品等の販売収益

受取利息、配当金等

Ⅱ 介護収益

1居 宅サービス収益 居宅サービスに係る収益

2そ の他の介護 収益 前記の科 目に属さない介護収益

Ⅲ 費用

1給与費 職員の給料、賞与、退職金、法定福利費

(注)個 人立の保険薬局においては、開設者の報酬に相当する部分は含まれていない

2医 薬品等費 費消した調剤用医薬品、一般用医薬品、その他品日(化粧品等)の額

3委 託費 医療事務等の委託費

4減 価償却費 建物、建物附属設備 、調剤用機器 、車両船鮨 等の減価償却費 (月 次調査 においては直近事業年 (度 )の 1/12)

5そ の他の経費 経費 (福 利厚生費、消耗品費、光熱水費、賃借料、事業税、固定資産税等 )

広告宣伝費

その他 (支 払利 日、雑費等 )

V損 益差額 (1+Il― lll)

(注 )個 人立の保険薬局の損益差額からは、開設者の報酬となる部分以外に、建物、設備について現存物

の価値以上の改善を行うための内部資金に充てられることが考えられる。

V 税金 法人税、住民税 鯛 次調査においては直近事業年(度 )の 1/12)

(注 )個 人立の保険薬局については集計していない。

1税 引後の総損益差額 (Ⅳ ―V)

5 集計区分について

区 分
医療・介護収益に占める介護収益の割合が

20/● 未満の医療機関等の集計
調査に回答した全ての医療機関等の集計

(有効回答施設の集計 )

病 院 集計 1

集計2
一般診療所

歯科診療所

保険薬局



Ⅱ.平成21年 6月 分の集計結果

(留意事項)

1この調査における損益状況、給与費は平成 21年 6月 lヶ 月間の数値である。

2個人立の病院・一般診療所・歯科診療所・保険薬局においては、開設者の報酬に相当する部分は、「医業・介護費用 (又は費用)」
の「給与費」には含まれていない。また「総損益差額 (又 は (医業・介護)損益差額)」 については、開設者の報酬となる部分以外
に、建物、設備について現存物の価値以上の改善を行うための内部資金に充てられることが考えられる。

3特定機能病院、歯科大学病院及びこども病院は、従来のデータとの比較のため、別掲としている。

4この報告書の損益状況等における合計数値と内訳数値は、四捨五入の関係で合致しない場合がある。

5本集計のうち集計 1における「19年 6月 」の数値は、介護保険事業に係わる収入のない医療機関について計上したものであるが、「一
般病院 (集計 1)及び精神科病院 (集計 1)」 (10～ 15頁 )、 「一般病院 100床 あたりの損益状況」 (51～ 54頁 )並びに「定点観測的手
法を用いた調査の試行結果 (損益状況)」 (126～ 131頁)については、医業・介護収益に占める介護収益の割合が 2%未満の医療機関に
ついて再集計したものである。



(注 )1 10～ 15頁 におけるr19年 6月 」の数値は、医薬 介護収益において介IE収益の割合が2%未満の病院について再集計したものである。
2構成比率は「 I 医薬収益」と「Π 介護収益」を合算した金額に対する各収益科日、又は費用科目の割合である。(以下同様)

3「 日立」とは、厚生労働省、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人労働者健康福祉機構、その他 (国 の機関)が開設する病院である。(以下同様)

4「 公立」とは、都道府県立、市町村立 地方独立行政法人立病院である。(以 下同様)

医業・介護収益に占める介護収益の割合が

2%未満の医療機関等の集計 (集計 1)

【損益状況】

I 医業収益

1 入院診療収益

2特別の療養環境収益

3外来診療収益

4その他の医業収益

Ⅱ 介護収益

医薬 介護費用

1給与費

2医薬品費

3給食用材料費

4診療材料費 医療消耗器具備品費

5委託費

6減価償却費

(再褐)建物減価償却費

(再褐)医 療機器減価償却費

7設備関係費

8経費

9その他の医業費用

損益差額 (I+Π ―Ill)

1,387

12,44,

8.517

14.054

387,247

6.522

90,161

475,916

5,666

50,026

26,953

9,113

13,780

26,294

217.56

360,788

238,567

2.973

105,SG2

10,386

218,322

55,726

2,435

41,092

32,868

27,814

13,185

13,739

22,430

2,545

V その他の医薬 介経関連収益

その他の医薬 介護関連費用

10-



1

法人 その他

公 的 社会保険関係法 その他
金額 構成比率 金額の

伸び率

金額 構成比率 金額の

I● 71“区

金 額 4●成比率 金額の

伸び率19年6月 21年 6月 ∫9年6月 21年 6月 19年 6月 21年 6月 19年 6月 21年 6月 19年 6月 21年 6月 19年 6月 21年 6月

1 医業収益

1 入院診療収益

2特 月1の 療養環境収益

3外 来診療収益

4その他の医葉収益

肛 介護収益

皿 医薬 介順費用

1 給与費

2医 薬品費

3給 食用材料費

4診 療材料費 医療消耗器具傭品費

5委 lt費

6減 価償却費

(再掲)建物減価償却費

(再掲)E燎機器滅価償却■

7設 備関係費

8経 費

9その他の医彙費用

Ⅳ 損益差額 (1+Π ―■)

309,80(

7, 50`

i53,65:

249,32,

3,60,

24.819

17.386

686,231

436.385

10,994

215,951

22,896

696,507

354,:47

129,127

3,668

70,899

00,384

39,133

10,034

12,767

10,778

32,956

0,915

-9,141

51 5

07
105

15

37

％

９

”

１

99

63

1

31

0

1011

51`

181

0`
103

5'
57

15

27
48
11

-:3

16

40 7

8,45(

311,60`

4,577

6:,321

7,355

571,130

360,760

10,416

164,120

32,390

566,995

290,302

76,321

3,800

60,000

42,717

39,777

!5,843

13,454

32,032

4,522

98 4

50 2

07

61
12

991

636

1`

28 7

01

99 2

50 0

:,4

07
107

75

70

28

32
56

15

08

23'

-170

5`
1154

06

86.031

169,434

2,701

15,490

6,449

11,924

325,703

216,403

5,920

91,138

,2,236

350,621

175,329

43.320

2.345

29,965

20,713

17,765

7,4:6

25,100

25,667

9,400

-24.680

68 :

09

20

3

0

9

5

2

77

7

2

V その他の医薬 介護関連収益

VIそ の他の医葉 介護関連費用

lll総 損益差額 (Ⅳ ■V―Ⅵ,

19,613

-3 240

00
29

:l,009 6,427

凰 税金

区 税弓後の総損益差額 (Ⅶ ―Ⅷ )

03 03
-0 3 -23.092

0

「公的」とは、日赤 済生会 北海道社会●業協会、厚生運 国民健康保険団体連合会などである。(以 下同様 )

「社会保険関係法メ |とは、全国社会保険協会連合会 厚生年金事業振興団 船員保険会、健康保険組合及びその連合会、共済組合及びその連合会、国民健康保険組合などである。(以 下同様 )

『その他 Jと は 公益法人、社会福祉法人 医療生協 その他の法人などである。(以 下同様 )

I 医薬収益

1 入院診療収益

2特 別の療養環境収益

3外 来診療収益

4その他の医薬収益

n介 韻収益

皿 医薬 介護費用

1 給与費

2医 薬品費

3給 食用材料費

4診療材料費 医療消耗器具備品費

5委 託費

6減 価償却費

(再掲)建 物減価償却費

(再掲)医 療機器減価償却費

7設 備関係費

8経 費

9その他の医薬費用

損益差額 (1+Π ―lll)

16,761

5,252

0,077

286,455

3,311

00,S15

10,130

252

299,970

157,475

2,419

23.237

19,360

16,397

6,540

6,127

:2,734

19,703

3,100

-13,264

l,864

26,192

2,256

92,326

13,104

1,001

5,005

2.103

806

5,925

11,872

3161 243257
4691  164,

15261  3,
―1 3   69,

3291  255,

2621  134,

-1691  2,23

1,1  24.0

2161  10.58
-1371  5,

4731  5,0
1391  10.

7221  17,2
-9591  2.9

78,209

9,300

152,765

39,393

2,361

27,276

15,798

6,296

5,904

19,375

2,973

-:2,494

その他の医薬 介證関連収益

その他の医葉 介預関連費用

総損益差額 (Ⅳ +V― Ⅵ)

個人立の病院の総損益差額からは、開設者の報酬となる部分以外に、建物、設備について現存物の価値以上の改善を行うための内部資金に充てられることが考えられる。

個人立の病院は税金について調査していないので、個人立の病院が含まれる集計区分では税金の集計はしていない。(以下同様 )



(参考 )国 公立を除く

I 医業収益

1 入院診療収益

24寺男1の 療養環境収益

3外来診療収益

4その他の医業収益

Ⅱ 介護収益

Ill医 業 介護費用

1給与費

2医薬品費

3給 食用材料費

4診療材料費 医療消耗器具備品費

5委 lt費

6減価償却費

(再掲)建 物減価償却費

(再掲)医療機器滅価償却費

7設備関係費

8経費

9その他の医薬費用

損益差額 (1+Ⅱ ―Ill)

244,135

161,241

3,733

70,013

9,147

263

246,183

120,325

33,640

11.566

102.420

331,808

260,523

3,569

102,977

11′ 765

224,761

56.696

12.501

-44.851

Vそ の他の医業 介護関連収益

その他の医薬 介護関連費用

総損益差額 (Ⅳ +V― VI)

Ⅸ 税引後の総損益差額 (Ⅶ ―Ⅷ)

(注 )'国 公立」とは、厚生労働省 独立行政法人国立病院機構、独立行政法人労働者健康福祉機構、その他 (国の機関)が開設する病院の「国立」と、

都道府県立 市町村立、地方独立行政法人立病院の 「公立」の総称である。

(注 )個 人立の病院の総損益差額からは、開設者の報酬となる部分以外に、建物、設備について現存物の価値以上の改善を行うための内部資金に充てられることが考えられる。

: 医薬収益

1 入院診療収益

2特別の療養環境収益

3外来診療収益

4その他の医業収益

Ⅱ 介護収益

Ill医 業 介護費用

1 給与費

2医薬品費

3給食用材料費

4診療材料費 医療 ,肖 耗器具備品費

5委託費

6滅価償却費

(再褐)建 物減価償却費

(再掲)医 療機器滅価償却量

7設備関係費

8経費

9その他の医薬費用

Ⅳ 損益差額 (1+■ ―II)

113,2131 100

101,0051  84

14,;::11::

110,2601 104

77.6281 69

3,7181  2
1.1061  0

5,351   5
5,6251  5,
3.3821  :
4331  0

4.7461  2
:0,1661  8
1,0041  0

332

10,027

32,744

21.714

:0,598

402

27,494

:3,366

2,235

116,395

99,736

557

14,637

1,954

116,807

76,699

8,286

0.588

1 108

:|,004

Vそ の他の医薬 介護関連収益

Ⅵ その他の医薬 介護関連費用

総損益差額 (Ⅳ +V― Ⅵ )

弓後の総損益差額 (Ⅶ ―Ⅷ )



(参 考)国 公立を除く

102,

65,954

98,940

I 医薬収益

1 入院診療収益

2特別の療養環境収益

3外来診療収益

4その他の医薬収益

Π ttll収 益

医薬 介踵費用

1 給与費

2医薬品費

3給食用材料費

4診 療材料費 医療消耗器具備品費

5委託費

6減価償却費

(再褐)建 物減価償却費

(再掲)医 療機器滅価償却費

7設備関係費

8経 費

9その他の医業費用

損益差額(I+I― ■)

Vそ の他の医業 介II関連収益

その他の医葉・介競関連費用

総損益差額 (Ⅳ +V― Ⅵ)

税弓1後 の総損益差額 (Ⅷ ―IL)



調査に回答した全ての医療機関等の集計 (集計2)

(有効回答施設の集計)

【損益状況】

医業収益

1 入Fi診療収益

2特 別の療養環境収益

3外 来診療収益

4その他の医業収益

介護収益

1 施設サービス収益

2居 宅サービス収益

(再掲)短 期入所療養介護分

3その他の介護収益

医業 介:1費 用

1 給与費

2医 薬品費

3給 食用材料費

4診 療材料費 医療消耗器具備品費

5委 託費

6減 価償却費

(再 掲)建 物減価償却費

(再掲)医 療機器滅価償却費

7設 備関係費

8経 費

0その他の医業費用

損益差額 (1+Ⅱ ―lll)

129′ 37,

80,344

33.352

135,31

236,91

406,173

387,247

6,522

90,161

475,916

255,673

6:,506

50,026

26,953

14,966

10,738

26.294

10,257

320,220

211,153

2,702

12.622

131

374,459

195,393

49.047

35,766

29,442

25,135

12,232

10,417

12,342

21.808

-52 927

Vそ の他の医業 介護関連収益

その他の医業 介護関連費用

V+V― Ⅵ )

55,117

13,564

-11.374

Ⅸ 税引後の総損益差額(Y71-Ⅶ )

(注 )構 成比率は「 I 医薬収益Jと「Π 介韻収益」を合算した金額に対する各収益科目 又は費用科日の割合である。(以 下同様)

-18-



たり損益 )

法 その他

公 的 社会保険 :の 他

構成比率

伸 び 率

金額 構成比率 金額の

伸び率

金額 構成比率 金額の

伸び率19年 6月 21年 6月 10年 6月 2'年 6月

医薬収益

1 入院診療収益

2特 別の療養環境収益

3外 来診療収益

4そ の他の医薬収益

介渡収益

1 施設サービス収益

2居 宅サービス収益

(再掲 )短 期入所薇養介霞分

3その他の介IE収益

医薬 介護費用

1給与費

2医 薬品費

3給 食用材料費

4診 療材料費 医療消耗器具備品費

5委 託費

6減 価償却費

(再 18)建 物減価償却費

(再掲)医 療機器滅価償却費

7設 備関係費

8経 費

9その他の医業費用

損益差額 (1+n― lll)

276,531

6,72:

107,42(

10,181

446,886

25,092

637,583

405,541

10,029

199,719

22.304

2,757

1,362

1,101

01

2:4

648,516

331,406

118,397

3,437

65,192

36,439

86,713

9,836

30,733

8,106

-0.177

0

0

996

63 3

1 6

31 2

35

04
0 2

02
00
0.0

1013

51 8

:86

05
102

57

1 5

2 7

48
1 3

-1 3

49 i

45 (

69 `

l.925

45 1

458

64 6

63

370,14〔

8,16(

33,75〔

291,063

88,836

4,468

56.101

36,975

12

5ア :,188

363,760

10,415

164,123

12,890

321

6

323

0

0

566,995

290,302

76,321

3,300

60,880

42,707

39,777

15,043

:5,122

i8,454

32,032

2,722

4,522

64

01

00

50

0

999

63 6

:1

28 7

58

0:
|.0

0.1

00
0.0

99 2

50 0

07
107

75
70
28
26
32
56
05

08

-100 (

-0 1

-150

35

％

２

７

■

３

“

184,76`

6.581

2.551

28,25(

9,86:

233,252

187,910

5,737

77,958

11,597

3,693

2,388

1,177

224

:23

306,5:7

156,949

36,306

2,309

24,710

18,342

:5,640

6,695

5,303

20,994

23,,77

7,389

-:9,572

26 C

2`

106

66

0 7

％
　

―
¨
　

コ

　

ー
¨

98

6S

2

27

1:
01
04
0:
00

106 8

547

8 6

5 5

2 3

1 8

7 3

27

-6 8

66 0

3`

357

‐28

39

20 4

その他の医薬 介II関連収益

その他の医葉 介護関連費用

総損益差額 (Ⅳ +V― Ⅵ )

:8,531

-7,318

2

11.009

15,091

439

26

01

5,322

7,939

-22,139

肛 税金

X税 引後の総損益差額 (Ⅷ ―VII)

1,575 2 662

-22.351

0 2

-3 0

医薬収益

1 入院診療収益

2特 別の療養環境収益

3外 来診療収益

4その他の医薬収益

介護収益

1 施設サービス収益

2居 宅サービス収益

(再掲)短 期入所晨養介護分

3その他の介讀収益

医豪 介護費用

1 給与費

2医 薬品費

3給 食用材料費

4診 療材料費 医療消耗器具備品費

5委 It費

6減 価償却費

(再掲)建 物減価償却費

(再掲)医療機器減価償却費

フ 設備関係費

8経 費

9その他の医薬費用

(I+Π ―Ill,

223,548

:54,164

3,580

7,076

5,370

1,459

247

244,651

130,786

11,075

21,260

13,157

797

86,090

62,077

:,573

20,310

2,:25

9,481

9,196

254

01

39,365

10,440

4,535

6.986

,,974

341

637

6,670

10,378

222,597

!50,318

2,987

60,982

15,145

5,258

4,476

10,325

17,198

‐8,391

9S OI 16 9

6541 654
121  13
2631 265
261  36

401  31
32  24

001  00
011  01

10411 1017

5611 554

101  11
891  89
661  66
551  55

1'1  19
43  45

その他の医薬 介護関連収益

その他の医薬 介護関連費用

総損 益差 額 (Ⅳ +v― Ⅵ )

(注 )個人立の病院の総損益差額からは、開般者の報酬となる部分以外に、建物_設 備について現存物の価値以上の改善を行うための内部資金に充てられることが考えられる。

-20-



(参 考)国公立を除く (参 考 )国公立

医業収益

1 入院診療収益

2特男1の 療養環境収益

3外来診療収益

4その他の医薬収益

介護収益

1 施設サービス収益

2居宅サービス収益

(再掲)短期入所疲養介腹分

3その他の介護収益

医業 介護費用

1 給与費

2医薬品費

3給食用材料費

4診療材料費 医療消耗器具備品費

5委託費

6減価償却費

(再掲)建物減価償力費

(再掲)匡療機器減価償却興

7設備関係費

0経費

9その他の医薬費用

損益差額(I+n― lll)

10,158

7,866

:92.152

52,922

200,399

107,92ア

25,051

2,120

16,242

11,661

9,316

1,610

2,326

9,768

15,382

2,431

224,831

51,75

3,02

36,09

236,787

11.111

389,228

204,741

50,861

2,763

37,34:

29,071

26,186

11,321

12,552

22,461

21744

‐43,729

その他の医葉 .介 護関連収益

その他の医薬 介護関連費用

益差額 (Ⅳ +V― VI)

(1施設当たり損益 )

法人 その他全体

医実収益

1 入院診療収益

2特男1の 療養燿境収益

3外来診療収益

4その他の医業収益

介護収益

1 施設サービス収益

2居宅サービス収益

(再 掲)短 期入所療養介餞分

0その他の介護収益

医葉 介護費用

1 給与費

2医薬品費

3給食用材料費

4診療材料費 医療 ,肖 耗器具備品費

5委託質

6減価償却費

(再掲)建 物滅価償却費

(再掲)医 療機器滅価償却費

7設備関係費

8経費

9その他の医薬費用

損益差額(I+n― lll)

‖7,231

1,987

9911 99

04  0
1411 ,2

071  01
041  0
021  01

011  01

10411 1002
0931 65
351  71
231  31
071  1

521  4
331  2
031  0
291  4

0'1  0

-411 -02

ぃ露11″ 翻1 32,T
1271  92,7071  21,714

4821    3321     0

7681  4,7,61   432

66  102275  27,494
511  670131  10366

::i:| |||:|1 1.221
761  93521  3,261

|:11 1'ill1 1'I::

292,    111   14:
6131  114281  2.441
86   5,0301  3,315
]161  6,27

114181  5,250

-7101 105623
-7661  89,01

-10001   390
-2951  14,966
-9101  1.

II ∫
-7311 110.054

-7661  72
-7841  9,041

―10001  2.

-6611  5,690
-511  5.364

24391   021
-7861  3
-2421  9146
-10001   916

―|  -3,7

115,956

98,942

572

1,962

7

76,259

8,198

0.600

1,135

5,822

5,527

0,009

その他の医薬 介議関連収益

その他の医薬 介護関連費用

総損益差額 (Ⅳ +V― VI)

X税 引後の総損益差額 (Ⅶ ―Ⅷ )

(注 ,個人立の病院の総損益差額からは、開設者の報酬となる部分以外に、建物、設備について現存物の価値以上の改善を行うための内部資金に充てられることが考えられる。



(参考 )国 公立を除く

医薬収益

1 入院診療収益

2特 別の療養環境収益

3外 来診療収益

4そ の他の医薬収益

介護収益

1 施設サービス収益

2居 宅サービス収益

(再掲)短期入所療養介観分

3その他の介護収益

医業 介護費用

1 給与費

2医 薬品貴

3綸 食用材料費

4診 療材料費 医療消耗器具備品費

5委託費

6滅 価償却費

(再掲腱 物議価償却費

(再掲)E療 機器滅価償却費

フ 設備関係費

3経 費

9その他の医薬費用

損益差額 (1+ロ ー■)

:12,238

10,078

95:

Vそ の他の医薬 介護関連収益

その他の医業 介饉関連費用

(Ⅳ +V― Ⅵ)

引後の総横 益差額 (VI― 肛 )

金額 構成比率 額 構成比率 饉

び

金

伸
金額 構成比率 薇

び金額 構成比率 金

仲

医業収益

1 保険診療収益

(再掲 )入 院診療収益

(再掲 )外 来診療収益

2公害等診療収益

3その他の診療収益

4その他の医業収益

介護収益

1施設サービス収益

2居 宅サービス収益

(再掲 )短 期入所療養介護分

3その他の介護収益

医薬 介護費用

1 給与費

2医薬品費

3材料費

4委託費

5減 価償却費

(再掲)建物滅価償却費

(再掲)医療機器減価償却費

6その他の医薬′介護費用

損益差額 (1+Π

49,

10,710

0,549

3,739

22

3,154

,S4

101

2

11,769

1,369

519

1,186

496

103

2,995

2.063

16

856

0

0

0

07

8

3

2

21

５‐

ｍ

ｍ

∞

”

　

・３

２６

３０

Ｓ

“

２

５２

″

‐３

34

6.655

6,150

69

10

0

10

0

4,625

1,266

217

2.048

99 7

92 2

00

10

24

03

00
0 0

0 0

0 0

69 '

25 0

190

18

3 3

36

1`

:′

162

30 7

「

ｍ

Ｃ

一

6.684

6i31

6,689

5,990

44

488

167

1

0

5,515

1.663

114

376

337

141

1,23,

1,175

0

0

0

21

―13

103,

12〔

26'

6,904

6,270

5,138

67

l,270

132

251

70

2.048

3

99 7

90 5

19

88 6

1 0

0 3

03

00

26 4

13 0

19

3 6

06

-6 0

-139

V 税金

Ⅵ 税弓1後 の総損益差額 (Ⅳ ―V)

(注 )1 24～ 27責 における「,9年 6月 」の数値は 「入院診姜収益あり」と「入院診療収益なし」の集計区分 (24～ 27頁 )、 および「医療法人 Jと rその他」の集 lt区 分 (25～ 26買 )が 新設されたことに伴い再集計したものである。

構成比率は「 I 医薬収益」と「口 介證収益Jを合算した金額に対する各収益科目 又は費用科目の割合である。(以下同様 )

個人立の一般診療所の損益差額からは 開設者の報酬となる部分以外に、建物 設備について現存物の価値以上の改善を行うための内部資金に充てられることが考えられる.

個人立の一般診療所は税金 二ついて調査していないので 個人立の一般診療所が含まれる集BI区分では税金の集計はしていない。(以下同様 )



(1施 設当たり損益 )

金額 構成比率 金額 構成比率 “

び
金額 構成比率

医業収益

1 保険診療収益

(再掲)入院診療収益

(再 掲 )外来診療収益

2公 害等診療収益

3その他の診療収益

4その他の医業収益

介護収益

1 施設サービス収益

2居 宅サービス収益

(再掲)短期入所療養介護分

3その他の介護収益

医業 介護費用

1 給与費

2医 薬品費

3材料費

4委託費

5滅価償却費

(再掲)建物滅価償却費

(再 掲 )医療機器滅価償却費

0その他の医薬・介護費用

損益差額 (1+■ ― EI)

13,48,

4,821

13,664

266

20,716

ll.275

3.089

810

23,132

23,676

5,578

18,098

344

3,386

726

273

415

:06

26,869

13,345

3,362

1,684

1,439

789

298

261

5,250

2,005

96

83

21

60

13

3

97 4

82 0

193

62 7

12

11 7

2 5

0 9

1 4

04

93 1

47 9

"′

4

58

50

2.7

10

09
182

69

29 7

25C

-2 6

53

「
，８７‐
郷
０

‐０９８
螂
け
加

10,O11

1,856

254

392

118

1,050

10,761

9,892

234

5

10,636

5,740

1,764

298

399

349

02

:29

2,035

371

910

0

9

3

-2 (

-2 (

25 (

55 (

-0

-2

10,599

286

0

067

10,376

6,03!

2,016

167

549

501

10,671

9,01'

(

9,01:

111

1,266

285

984

1

971

0

10,857

5,377

2,061

42:

404

388

106

:80

2,206

006

90

0

0

99

54

4 6

08

147

9:|

77 `

00

77 3

10

103

8 4

00
34
00

93 :

46_1

177

36

3.5

3 3

09
1 5

189

69

0:

3409

-0 2

-103

2 2

152 1

-26 4

,65

Ｔｎ
脚
部
７２‐
認
〕
７２７
２４４
　
加
４０
２０‐
‐
３７

口,610

6,476

575

455

142

100

749

752

998

91

13,

11,

10.

:2,324

6,332

2,047

485

540

409

1,1

147

2,5:2

592

97 :

89 2

91

977

87 6

56

32 0

07
63

31

2 3

0 3

: 9

01

95 6

50 9

153

36

40
30

08

:87

``

V税 金

VI税引後の総損益差額 (Ⅳ ―V)

511 1 8

201

1:

:1 84

212

381

1

-25-

) ) 当たり損益 )

金額 構成比率 額 橋威比率 金額 構成比率
額

び
leび卑

医業収益

1 保険診療収益

(再 褐)入院診療収益

(再掲)外 来診療収益

2公 害等診療収益

3その他の診療収益

4その他の医薬収益

介醸収益

1 施設サービス収益

2居 宅サービス収益

(再掲)短 期入所療養介護分

3その他の介II収 益

医業 介饉費用

1給与費

2医薬品費

3材料費

4委 lt費

5滅価償却費

(再掲)建物滅価償却費

(再 掲)医療機器滅価償却費

6その他の医棠 介EI費 用

損益差額(1+]― lll)

12.291

10,386

6,221

4,166

8,422

712

1,730

10g

9,328

8,715

4,963

3,742

50

661

405

173

134

35

0

5

15,285

8,0:5

1,043

585

898

10

0

0

3,933

-5,283

1000

34 5

506

309

00

00

00

00

100 3

18 6

86

50

09

0 0

25

-0 3

98

87_

49

37.

0

6

4

0

0.

0

:52

38_

10

5

9.

0.

0

0

30

-52

■
　
．“
　
“
　
′″
　

一
　

一　

コ
　
　
　
一
　

一
　

二

　

一

24 (

―!71

-48 1

-90 `

5,377

1,631

740

2.453

1.SS6

697

14,547

:2,989

1

12,989

171

71

1,303

0

417

1

27

14,702

5,533

3,335

44:

:,407

:,194

0

2

21

1210

80

168

76

31

-21 0

97 0

86 6

00
86 6

1 2

0 5

87

30

00
23

00
02

98.1

43 6

22 2

2 0

0.9

80
5.3

12

1 9

113

2'

Ｔｒ

，
６４‐
　

，
３６‐

‐
　

，
３６‐

千円

168,690

149,926

1

149,926

:,947

14

16,733

154,682

56,425

32,226

4,6:7

23,102

20,761

16,348

3,077

17,553

14.007

1000

95 1

0

37 :

42 `

0(

2`

0`

OC

O(

127

1000

38 9

00

00.9

1 2

00

9 9

00
00

00

00

01

91 7

33.4

19 1

2 7

:37

12 3

9.7

1 0

104

83

］
ｍ
．
¨
．
略
“
　
．
二

一
一

9,201

3,571

28`

187

`

ll,274

5,494

1,60,

2,360

1,496

67Ю

-1.876

千円

14,:rO

12,646

397

:2,249

168

1,231

421

386

|

26

14,749

6,716

3,151

1,

:,

10

53 `

25 1

,51

-20 0

97 1

86 7

2 7

1 2

09
04

2 9

01

26
00

0 2

101:

46 0

21.6

3.1

9 9

75

54

1 2

129

53 9

75 0

3335

106 4

766 7

00 0

95 8

55 1

-53 `

-46 9

-74 6

V税 金

Ⅵ 税引後の総損益差額 (V― V)

0

-5,233

0

-52 -1,96〔

0 0 2

14.007

0 0 0

-20 1

(注 )「 一般診療所 (その他 )」 とは 市町村立、国民健康保険組合 社会福祉法人、民療生協などの一般診彙所である。(以下同様 )



1 医業収益

1 保険診療収益

(再褐 )入 院診療収益

(再掲)外来診療収益

2公害等診農収益

3その他の診療収益

4その他の医薬収益

[介 lE収 益

1 施設サービス収益

2居宅サービス収益

(再 掲)短期入所療養介IE分

3その他の介餞収益

lll医 薬 介損費用

1給与費

2医薬品費

3材料費

4委託費

5減価償却費

(再掲)建物減価償却費

(再掲)医療機器滅価償却費

6その他の医薬 介證費用

横益差額 (1+Ⅱ ―lll)

24,306

20,432

5,192

:5,290

:1,904

3,294

1,424

1,376

7:2

298

223

0,746

0,045

0,045

67

340

8,211 1:,024

12,730

S,240

10,l11

8,661

144

7

3,999

4,393

1 医彙収益

1保険診療収益

2労災等診療収益

3その他の診療収益

4その他の医薬収益

n 介護収益

1居宅サービス収益

2その他の介ll収 益

医集 介 l■費用

1給与費

2医薬品費

3歯科材料費

4委託費

5減価償却費

(再掲)建 物減価償却費

(再掲)医療機口滅価償却費

6その他の医集費用

損益差額 (:+■ ―llI)

税引後の総損益差額 (Ⅳ ―V)

(注 ), r医 療法人Jと「その他 Jにおける「19年6月 Jの数値は、当腋集ll区 分が新設されたことに伴い再集計したものである。

2構成比率は「 I 医薬収益」と「Π 介順収益」を合算した金額に対する各収益科日、又は費用科目の割合である。

3「その他」とは、市町村立などの歯科診療所である。

4個 人立の歯科診療所の損益差額からは、開設者の報酬となる部分以外に、建物、設備について現存物の価値以上の改善を行うための内部資金に充てられることが考えられる。
5個 人立の歯科診療所は税金についてlR査していないので、個人立の歯科診療所が含まれる集計区分では税金の集8fはしていない。(以 下同様 )
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(1施 設当たり損益)

I 収益

1 保険調剤収益

2公 害等調剤収益

3その他の楽局事業収益

n 介護収益

1 居宅サービス収益

2その他の介護収益

II費用

1給与費

2医薬品等費

3委託貴

4減価償却費

(再掲 )建 物滅価償却費

(再 掲 )調 剤用機器減価償却費

5その他の経費

損益差額 (I+Π ―lll)

7,603

7,423

6

254

7

52:

12,907

2.225

12,953

12,427

27

499

税引後の総損益差額 (Ⅳ ―V)

(注〉 1 構成比率は「 I 収益」と「I 介護収益」を合算した金額に対する各収益科日、又は費用科目の割合である。

「処方せん枚数」とは、lヶ 月間の1施設あたり平均処方せん枚数である。

個人立の保険薬局の損益差額からは、開般者の報酬となる部分以外に、建物、設備について現存物の価値以上の改善を行うための内部資金に充てられることが考えられる。

個人立の保険薬局は税金について調査していないので、個人立の保険薬局が含まれる集計区分では税金の集計はしていない。(以下同様 )


